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公益社団法人下呂市シルバー人材センター 

令和５年度事業計画書 

基本方針 

 

我が国においては、人口減少、少子高齢化が進展し、人生１００年時代を迎えた今

国をあげて生涯現役社会の実現が強く求められています。 

こうした中、シルバー人材センターは地域に密着した就業機会を提供することによ

り、地域社会に貢献しようとしている会員のやる気・生きがいの手助けをさせていた

だき、ひいては地域社会の活性化に貢献することこそ、当センターの果たすべき役割

と考えます。 

今般、令和 5 年 10 月 1 日から、インボイス制度（消費税の適格請求書等保存方式）

が開始されます。様々な懸念材料のある中で、国県の動向も踏まえ、安定的な事業運

営ができるよう、方策を検討していきます。 

また、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが見直しされることによ

り、社会生活が変化する年となりますが、新型コロナウィルスの感染力の強さ、高齢

者や基礎疾患のある方の感染による重症化リスクが高く、無症状の方でも後遺症に苦

しむなどの実態には変わりはありません。シルバー人材センターにおいても当面は新

型コロナウイルス感染症について慎重に対応していきます。 

就業確保措置が７０歳まで延長されることで、シルバー人材センターへの会員登録

者の減少が危惧されております。高齢者のライフスタイルや、働く価値観も多様化し

ており、幅広いメニューを用意し多様な就業機会の提供に努めながら、会員の募集に

努力してまいります。 

安全就業面においては、重大事故は発生していないものの、会員の安全な就業は事

業運営の基本であり最優先課題であります。就業中の事故、あるいは就業場所への途

上や帰宅途上における交通事故等の防止に努めるため、安全意識の徹底を図っていき

ます。 

介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスについては、市をはじめ関係機

関との連携を図り、サービスに必要な研修会等を開催し質の高いサービスの提供に努

めてまいります。 

下呂市シルバー人材センターが、地域社会の一員として存在意義を高めていくため、

ボランティア等の社会活動のほか、地域の課題解決につながる行動ができるよう、日

頃から地方自治体との連携を強化し地域貢献に取り組んでまいります。 
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令和 5 年度の目標は次のように設定します。 

① 会員数                     ４００  名 

② 受注件数                  ２，８００  件 

③ 受注契約金額               １３，２００ 万円 

④ 労働者派遣事業               ２，２００ 万円 

⑤ 就業率                      ９０  ％ 

 

１ 就業開拓提供事業  

会員に適した就業機会の確保及び就業の場を提供するため、会員、役職員が一丸

となって就業の新規開拓及び拡大に努めます。 

 

① 新規就業先の開拓及び拡大 

② 公共団体、民間企業また一般家庭の訪問活動 

③ 福祉、家事援助など福祉サービスの推進 

④ 継続就業の確保及び啓発 

⑤ 未就業会員の就業促進 

 

 

２ 普及啓発事業  

地域社会への貢献としてボランティア活動など、会員が生きがいと会員相互の交

流を深める活動を通じてシルバー事業の普及啓発に努めます。  

 

① 入会説明会による会員獲得と就業情報の提供 

② チラシ・下呂ネットを活用した入会募集及びシルバー事業の PR 

③ ボランティアの日を活用した地域貢献(毎年 10 月第一日曜日) 

④ シルバーだよりの発行(年 2 回) 

⑤ ホームページによる情報公開 

⑥ 生活支援サービスガイドブックへの掲載 

 

 ３ 研修・講習事業  

会員や高齢者の就業に必要な技能習得の講習会、研修会の開催に努めます。 

職種転換を希望するシルバー会員若しくは未就業会員に対し、技能講習等を通じて 

就業を促進します。 

 

① 刈払機取扱い及び安全講習会(萩原・下呂・金山) 

② 障子・襖張り講習会 

事業目標 
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③ 庭木剪定講習会 

④ 高齢者活躍人材確保育成事業の促進 

４ 調査研究事業  

センターに求められる多様なニーズに対応し、センター事業の健全な発展のため

会員の就業意識の啓発、また発注者の満足度について一定期間を定めアンケート調

査を実施します。 

   

① 顧客満足度アンケート調査の実施 

② 会員、高齢者の就業動向の調査 

 

 

５ 相談事業  

 就業意欲がある入会希望者に対し、雇用情報の提供、就業先の見学等迅速な対応

を心掛け就業確保に繋がるよう取り組みます。 

 

① 定期入会説明会の開催（毎年２月） 

② 常時入会の受付と就業相談の実施 

 

 

６ 安全・適正就業推進事業  

会員の就業に伴う事故を未然に防止し安全就業とするため、安全就業基準の徹底を 

図ると共に、会員に適正な就業機会確保に向けた意識啓発に努めます。 

 

① 安全適正就業委員会の運営及び安全適正就業研修会への参加 

② 安全就業指導員による安全パトロールの実施 

③ 安全標語の募集を行い安全意識の徹底と高揚を図る 

④ 安全就業基準の周知及び適正就業の徹底 

⑤ シルバーだよりに安全就業及び健康管理についての啓発記事を掲載する 

⑥ 事故発生状況の把握分析と再発防止策 


